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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シリコン基板の回路パターン形成面上に形成された認識マークを画像認識するマーク認
識方法であって、
　該回路パターン形成面上に回路パターンを形成すると共に該回路パターンにより前記認
識マークを形成し、
　該シリコン基板の厚みを５μｍ～５０μｍとし、
　白色光又は波長８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路パターン形成面に照
射し、
　前記シリコン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面側から可視光カメラによ
り受光し、
　前記シリコン基板を透過した可視光の強度と、前記認識マーク及び前記シリコン基板を
透過した可視光の強度とを比較することによって前記認識マークを画像認識する
　ことを特徴とするマーク認識方法。
【請求項２】
　シリコン基板の回路パターン形成面上の一部に形成された保護膜を認識マークとして画
像認識するマーク認識方法であって、
　該シリコン基板の厚みを５μｍ～５０μｍとし、
　白色光又は波長８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路パターン形成面に照
射し、
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　前記シリコン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面側から可視光カメラによ
り受光し、
　前記シリコン基板を透過した可視光の強度と、前記シリコン基板及び前記認識マークを
透過した可視光の強度とを比較することによって前記認識マークを画像認識する
　ことを特徴とするマーク認識方法。
【請求項３】
　請求項２記載のマーク認識方法であって、
　前記可視光は赤色光であり、前記保護膜をポリイミド樹脂により形成することを特徴と
するマーク認識方法。
【請求項４】
　請求項２又は３記載のマーク認識方法であって、
　前記シリコン基板の厚みに対する前記保護膜の厚みの比を変更することにより、保護膜
を透過した可視光の強度を変更し、認識画像における認識マークのコントラストを調整す
ることを特徴とするマーク認識方法。
【請求項５】
　複数の半導体装置を一括して形成するシリコン基板を用いた半導体装置の製造方法であ
って、
　シリコン基板のダイシングラインを除く部分に保護膜を形成し、
　該シリコン基板の背面を研削して、厚みを５μｍ～５０μｍとし、
　白色光又は波長８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路パターン形成面に照
射し、
　前記シリコン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面側から可視光カメラによ
り受光し、
　前記シリコン基板のみを透過した可視光の強度と、前記シリコン基板及び前記保護膜を
透過した可視光の強度とを比較することによって前記ダイシングラインの位置を画像認識
し、
　前記画像認識したダイシングラインに沿って前記シリコン基板をダイシングして半導体
装置を個片化する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項６】
　請求項５記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記シリコン基板を研削する前に、前記シリコン基板の回路パターンを保護する保護膜
上に保護テープを貼り付け、
　前記シリコン基板に貼り付けた前記保護テープをダイシグテープとして用いてダイシン
グを行う
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【請求項７】
　請求項６記載の半導体装置の製造方法であって、
　前記ダイシングした半導体装置の各々を背面側から吸着保持し、実装用基板上に移動し
て回路パターン形成面を前記実装用基板に向けた状態で実装する
　ことを特徴とする半導体装置の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
　本発明は半導体装置の製造方法に係り、特に半導体ウェハもしくはチップ上に設けられ
たマークの認識方法、及びそのようなマーク認識方法を用いた半導体装置の製造方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
半導体装置の製造工程において、一般的に半導体ウェハあるいは半導体チップの位置認識
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を行う必要がある。一般的に、位置認識には、半導体ウェハや半導体装置の回路パターン
面上に設けられた認識マークを画像認識する方法が用いられる。すなわち、図１に示すよ
うに、半導体ウェハ１の回路パターン２と同時に形成した認識マーク（図示せず）に白色
光等を照射し、その反射光を回路パターン面側から可視光カメラ３でモニタし、認識マー
クの位置を認識する。
【０００３】
図２は通常の半導体装置の製造工程を示す図である。図２に示す製造工程において、まず
、ウェハ１の回路パターン２の表面に保護テープ４を貼り付け、ウェハ１の背面１ａを研
削してウェハ１を薄くする。例えば、研削前のウェハの厚みは７００μｍ程度であり、こ
れを１５μｍ程度となるまで研削する。薄くしたウェハ１の背面１ａにダイシングテープ
５を貼り付け、次いで保護テープ４を除去する。これにより、回路パターン２及び認識マ
ークが表面に露出し、回路パターン面側から可視光カメラ３による画像認識が可能となる
。
【０００４】
また、特開平６－２４４２４５号公報、特開平３－２３６４６号公報は、シリコン単結晶
を透過する赤外光を用いた画像認識方法を開示している。この方法では、シリコン単結晶
の透過を赤外光のみに限定し、回路パターン面上に存在する認識マークをチップ裏面から
赤外線カメラを用いて認識する。そして、これをフリップチップ実装などのフェースダウ
ン実装に利用することが提案されている。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
回路パターン面側からの画像認識を考慮した場合、ウェハ１の背面を研削して薄くした後
に、ダイシングテープ５を貼り付けて保護テープ４を除去するというテープ貼り替え工程
は必す必要となる。このテープ張り替え工程は、大きな生産タクトを必要とし且つコスト
増加の要因となっている。
【０００６】
また、薄化されたウェハの機械的強度は著しく低下するため、テープ貼り替え工程におい
て、ウェハの割れやクラックが発生するおそれがある。更に、反射光をモニタする回路パ
ターン面側からの認識の場合、ハレーションや外からのノイズ等の影響により、誤認識を
引き起こす可能性も高い。
【０００７】
一方、赤外光の透過を用いてウェハ裏面側から認識する場合、認識マーク及びその周囲に
存在する部材（回路パターン等）の膜厚が非常に薄い為、それぞれに赤外光の透過特性が
異なるものを用いたとしても、赤外光はほとんど透過してしまい、特性の差異を可視化し
て表わすことは非常に難しい。従って、認識マークとその周囲の部材とのコントラストが
弱くなり、誤認識を起こす可能性が非常に高く、実用的ではない。また、画像認識ユニッ
トとして、汎用の可視光光源やカメラなどを使用することができず、高価な赤外線光源や
赤外線カメラが必要となる。
【０００８】
　本発明は上記の点に鑑みてなされたものであり、半導体ウェハの回路パターン面側から
可視光を照射して、ウェハ裏面側から透過光を可視光カメラにて認識マークを画像認識し
、コントラストの強い画像認識を行うことのできるマーク認識方法及びそのようなマーク
認識方法を用いた半導体装置の製造方法を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
上記の課題を解決するために本発明では、次に述べる各手段を講じたことを特徴とするも
のである。
【００１０】
　請求項１記載の発明は、シリコン基板の回路パターン形成面上に形成された認識マーク
を画像認識するマーク認識方法であって、該シリコン基板の厚みを５μｍ～５０μｍとし
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、　白色光又は波長８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路パターン形成面に
照射し、前記シリコン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面側から可視光カメ
ラにより受光し、前記シリコン基板を透過した可視光の強度と、前記認識マークを透過し
た可視光の強度とを比較することによって前記認識マークを画像認識することを特徴とす
るものである。
【００１１】
　請求項１記載の発明は、シリコン基板の回路パターン形成面上に形成された認識マーク
を画像認識するマーク認識方法であって、該回路パターン形成面上に回路パターンを形成
すると共に該回路パターンにより前記認識マークを形成し、該シリコン基板の厚みを５μ
ｍ～５０μｍとし、白色光又は波長８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路パ
ターン形成面に照射し、前記シリコン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面側
から可視光カメラにより受光し、前記シリコン基板を透過した可視光の強度と、前記認識
マーク及び前記シリコン基板を透過した可視光の強度とを比較することによって前記認識
マークを画像認識することを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項２記載の発明は、シリコン基板の回路パターン形成面上の一部に形成された保護
膜を認識マークとして画像認識するマーク認識方法であって、該シリコン基板の厚みを５
μｍ～５０μｍとし、白色光又は波長８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路
パターン形成面に照射し、前記シリコン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面
側から可視光カメラにより受光し、前記シリコン基板を透過した可視光の強度と、前記シ
リコン基板及び前記認識マークを透過した可視光の強度とを比較することによって前記認
識マークを画像認識することを特徴とするものである。
【００１３】
請求項２記載の発明によれば、保護膜を利用して認識マークを形成することができ、認識
マークを別個に形成する必要がなくなる。
【００１４】
請求項３記載の発明は、請求項２記載のマーク認識方法であって、前記可視光は赤色光で
あり、前記保護膜をポリイミド樹脂により形成することを特徴とするものである。
【００１５】
請求項３記載の発明によれば、保護膜として用いられているポリイミド樹脂は一般的に赤
色光を吸収するので、赤色光を用いて容易に画像認識を行うことができる。
【００１６】
　請求項４記載の発明は、請求項２又は３記載のマーク認識方法であって、前記シリコン
基板の厚みに対する前記保護膜の厚みの比を変更することにより、保護膜を透過した可視
光の強度を変更し、認識画像における認識マークのコントラストを調整することを特徴と
するものである。
【００１７】
請求項４記載の発明によれば、コントラストを強めて誤認識の可能性を低減することがで
きる。
【００１８】
　請求項５記載の発明は、複数の半導体装置を一括して形成するシリコン基板を用いた半
導体装置の製造方法であって、シリコン基板のダイシングラインを除く部分に保護膜を形
成し、該シリコン基板の背面を研削して、厚みを５μｍ～５０μｍとし、白色光又は波長
８００ｎｍ以下の可視光を前記シリコン基板の回路パターン形成面に照射し、前記シリコ
ン基板を透過した可視光を前記シリコン基板の背面側から可視光カメラにより受光し、前
記シリコン基板のみを透過した可視光の強度と、前記シリコン基板及び前記保護膜を透過
した可視光の強度とを比較することによって前記ダイシングラインの位置を画像認識し、
前記画像認識したダイシングラインに沿って前記シリコン基板をダイシングして半導体装
置を個片化することを特徴とするものである。
【００１９】
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請求項５記載の発明によれば、シリコン基板を背面研削した後に背面側からダイシングラ
インに相当する認識マークを画像認識することができる。したがって、回路パターン形成
面を露出させてから画像認識する工程が簡略化され、生産タクトの短縮及び製造コストの
低減を達成することができる。
【００２１】
　また、請求項５記載の発明によれば、保護膜を利用してダイシングラインを示す認識マ
ークを形成することができ、ダイシングライン用の認識マークを別個に形成する必要がな
くなる。
【００２２】
　請求項６記載の発明は、請求項５記載の半導体装置の製造方法であって、前記シリコン
基板を研削する前に、前記シリコン基板の回路パターンを保護する保護膜上に保護テープ
を貼り付け、前記シリコン基板に貼り付けた前記保護テープをダイシグテープとして用い
てダイシングを行うことを特徴とするものである。
【００２３】
　請求項６記載の発明によれば、シリコン基板を背面研削した後で保護テープを剥離する
ことなく、そのままダイシングラインを画像認識してダイシングを行うことができるため
、テープの貼り替え工程が不要となり、生産タクトの短縮及び製造コストの低減を達成す
ることができる。
【００２６】
　請求項７記載の発明は、請求項６記載の半導体装置の製造方法であって、前記ダイシン
グした半導体装置の各々を背面側から吸着保持し、実装用基板上に移動して回路パターン
形成面を前記実装用基板に向けた状態で実装することを特徴とするものである。
【００２７】
　請求項７記載の発明によれば、ダイシングによる半導体装置の個片化から実装基板への
搭載工程を、テープ貼り替え及び半導体装置の反転無しに行うことができるため、実装工
程が簡略化され、実装に用いる設備も簡略化することができる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
　次に、本発明の実施の形態について図面と共に説明する。
【００３０】
本発明によるマーク認識方法は、シリコンウェハの光透過特性を利用して、シリコンウェ
ハを透過した可視光を用いてウェハ裏面側から回路形成面側の認識マークを画像認識する
ものである。
【００３１】
図３は実験により求めたシリコンウェハの光透過特性を示すグラフである。１００μｍ厚
のウェハは波長８５０ｎｍ以上の赤外光のみを透過し、それ以下の可視光を含む波長の光
は透過しない。したがって、１００μｍ厚のウェハの透過限界波長は８５０μｍである。
一般に、波長８００ｎｍの光が赤色光であり、それ以上の波長を赤外光と称する。１００
μｍ厚のウェハは、赤外光を透過するが可視光は透過しないということができる。
【００３２】
ところが、ウェハを研削して薄くすると、その透過限界波長は短くなり、図３に示すよう
に、５０μｍ厚で波長８００ｎｍ付近の可視光帯域の光を透過するようになる。更に１５
μｍ厚まで薄くした場合には、約６００ｎｍの波長の光をも透過することが可能となる。
従って、非常に薄いウェハに対しては、可視光の透過を利用したウェハ裏面からの画像認
識が可能である。
【００３３】
図４は上述の知見に基づいた本発明の基本的な実施形態を示す図である。ウェハ１の回路
パターン２が形成された面側より、認識マーク上に白色光もしくはウェハを透過可能な可
視光（波長８００ｎｍ以下）を含む光を光源６から照射する。光源６としては、蛍光灯、
電球、ＬＥＤ、レーザ等を用いることができる。照射された光は、その一部はウェハに吸
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収されるが、ウェハを透過し、透過した光はウェハ裏面側に配置された可視光カメラ３に
て受光される。
【００３４】
認識マーク及びその周囲を構成する物質とその構造により、特定の波長に対するその光吸
収率は各々異なる。この相違により透過光の強度が変化し、可視光カメラ３には認識マー
クとしての像が形成される。本発明では、ウェハ１を透過可能な波長は８００ｎｍ以下と
しており、従ってこの波長帯に対して透過・吸収が明確になるように、認識マーク及びそ
の周りの物質を構成することにより、コントラストの明確な認識マークの像が得られる。
【００３５】
認識マークを形成する方法の一例として、ポリイミドコートを用いる方法がある。図５は
ポリイミドコートを用いて認識マークを形成した例を示す図である。図５において、回路
パターン２はポリイミドコート７により被覆されて保護されているが、ポリイミドコート
７の一部は除去されており、この除去した部分が認識マークとして機能する。すなわち、
一般にポリイミドコート７は赤褐色であり、赤色光を吸収する光学的特性を有している。
そこで、ポリイミドコート７の一部を除去することにより、除去部とその周辺部との可視
光（赤色光）吸収率に格差を持たせることができる。
【００３６】
ポリイミドコート７の厚みを２～２０μmの範囲とし、シリコンウェハ１の厚みを考慮し
た厚みに設定することにより、任意のコントラストの像を得ることができる。図６はポリ
イミドコート７の厚みとシリコンウェハ１の厚みを変えた場合の、ポリイミドコート７の
除去部の画像におけるコントラストの変化を示すグラフである。
【００３７】
シリコンウェハ１の厚みを５０μｍとし、ポリイミドコート７の厚みを２μｍとした場合
、認識マークのコントラストは弱い。ここで、シリコンウェハ１の厚みを２０μｍとし、
ポリイミドコート７の厚みを２０μｍとした場合、コントラストは強くなる。さらに、シ
リコンウェハ１の厚みを５μｍとし、ポリイミドコート７の厚みを２０μｍとした場合、
コントラストは非常に強くなる。
【００３８】
以上のように、シリコンウェハ１の厚みを薄くし、ポリイミドコート７の厚みを厚くする
ほど、認識マーク（ポリイミドコート７の除去部）の画像におけるコントラストは強くな
る。すなわち、シリコンウェハを透過した可視光（赤色光）は、ポリイミドコート７が除
去された部分では可視光カメラ３にそのまま入射するが、ポリイミドコート７に覆われた
部分ではポリイミドコート７により吸収され、その強度が小さくなって可視光カメラ３に
入射する。
【００３９】
したがって、ポリイミドコート７が厚いほどウェハ１の透過光を吸収する量が増え、可視
光カメラ３に届く光の強度は小さくなる。すなわち、可視光カメラ３による画像は、ポリ
イミドコート７が厚いほど、コントラストの強い画像となる。また、シリコンウェハ１が
薄いほど、透過光の強度が大きくなり、コントラストは強くなる。
【００４０】
上述の例では、ポリイミドコート７の除去部を認識マークとして機能させ、透過光の強度
の小さい部分が認識マークに相当するが、認識マーク自体をポリイミド樹脂により形成す
ることとしてもよい。この場合、可視光カメラ３による認識画像において、透過光の強度
が小さい部分が認識マークに相当することとなる。また、透過させる可視光の波長を適当
に選定すれば、ポリイミド樹脂に限らず、銅（Ｃｕ）やアルミ（Ａｌ）等で形成した認識
マークを認識することもできる。この場合、回路パターン２を形成する際に同時に認識マ
ークを形成することができる。また、回路パターン２あるいはその一部を認識マークとし
て用いることもできる。
【００４１】
次に、上述のマーク認識方法を用いた半導体装置の製造工程について、図７乃至図９を参
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照しながら説明する。図７は上述のマーク認識方法を用いた半導体装置の製造工程の一部
を説明するための図である。
【００４２】
図７に示す製造工程では、まず保護テープ４をウェハ１の回路パターン２の表面（ポリイ
ミドコート等で認識マークが形成されている面）に貼り付け、ウェハ１の背面１ａを研削
してウェハを薄くする。研削前のウェハ１の厚みは例えば７００μｍであるが、研削後の
ウェハ１の厚みは５～５０μｍとすることが好ましい。ウェハ１の厚みが５μｍより小さ
いと、ウェハ１に形成された回路に影響を及ぼし、且つウェハ１の強度が小さくなってウ
ェハ割れを起こす可能性が高まる。一方、ウェハ１の厚みが５０μｍを超えると、可視光
の透過量が極端に減少し、画像認識ができなくなってしまう。
【００４３】
ウェハの背面研削が終了したら、保護テープ４側から光源６により可視光を照射し、ウェ
ハ１の背面側において可視光カメラ３により透過光を受光する。保護テープ４は透明な粘
着テープであり、可視光を透過する。可視光カメラ３は、受光した透過光に基づいて画像
認識を行い、認識マークの位置を特定する。
【００４４】
図８は図７に示す工程で特定した認識マークの位置に基づいてウェハ１をダイシングして
半導体装置を個片化する工程を説明するための図である。
【００４５】
図８において、認識マークはダイシングラインに沿ってポリイミドコート７を除去した部
分として形成されている。すなわち、図８に示すダイシング工程では、回路パターン上に
形成されたポリイミドコート７をダイシングラインに沿って除去しておくことにより、ウ
ェハ１の背面研削の後にそのままダイシングラインを透過光を用いて画像認識し、ウェハ
１の背面側からブレード８を用いてダイシングする。したがって、ウェハ１の背面研削の
後に、ウェハ１を保護テープ４に貼り付けたままで、ダイシングラインの位置認識及び認
識したダイシングラインに沿ったダイシングを行うことができる。
【００４６】
従来工程では、ウェハ背面研削後に回路パターン面側からの認識を行うために、テープの
貼り替えが行われていた。しかし、本発明では、背面研削後そのままダイシングラインの
画像認識を行うことができるため、テープ貼り替え工程は必要ない。すなわち、保護テー
プ４はそのままダイシングテープとして利用される。これにより、大幅な生産タクトの短
縮、及びコストの減少を達成することができる。また、テープ貼り替え工程における、ウ
ェハ割れ・クラック、パターン断線等の不具合が発生することも無くなる。
【００４７】
上述のように、ウェハ１の回路パターン２の形成面にはポリイミドコート７が施されてい
るが、一般的にダイシングライン上はコーティングを行わない。従って、従来のポリイミ
ドコートのままで、ウェハ裏面から明確にダイシングラインを画像認識することができる
。この認識結果に基づいて、ダイシングすることにより、回路パターン面側からの画像認
識と同様な精度でウェハ１をダイシング（切断）することができる。また、ウェハ１の背
面からダイシングすることにより、回路パターン面が露出しない為、切削屑付着による回
路パターン２の断線を防止することができる。
【００４８】
本発明によるマーク認識方法は、上述のダイシング工程に利用可能なだけでなく、ウェハ
薄化後のウェハへの機械加工（穴、溝、薄膜除去等）や部品搭載（ウェハ補強フレーム、
キャパシタ等）、装置ステージへのウェハの搭載、及びウェハとウェハとの貼り合わせ等
に利用可能である。また、上述のマーク認識方法を用いて、ウェハの回路パターン形成面
に刻印されたウェハの製造ロット番号、及び１枚１枚のウェハ識別番号等を裏面側から認
識することも可能である。
【００４９】
また、本発明によるマーク認識方法は、個片化された半導体チップを基板へダイスボンデ
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ィングする場合、及びチップとチップとのスタック搭載を高精度に行う場合にも利用可能
である。更に、本発明によるマーク認識方法は、特にフリップチップ実装に非常に有効で
ある。
【００５０】
従来のダイシング工程を経て個片化された半導体チップは、その背面がダイシングテープ
に貼り付けられており、回路パターン面が表向きになっている。このため、半導体チップ
をピックアップして基板に搭載する際には、まず回路パターン面をコレットで吸着してピ
ックアップし、続いてチップ背面を別のコレットで吸着して保持する。更にそのコレット
を反転させて半導体チップの回路パターン形成面を下向きにし（フェースダウン）、基板
に実装する。
【００５１】
一方、本発明によるマーク認識方法を用いた場合では、ウェハ背面研削を行った時点から
ウェハ背面が表向きになったままであり、その状態で裏面ダイシングを経て個片化される
。図９は本発明によるマーク認識方法を用いたフリップチップ実装工程を説明するための
図である。
【００５２】
図９に示すフリップチップ実装工程では、本発明によるマーク認識方法により裏面側から
認識マークの画像認識が行われる。図９に示す例の場合、認識マークとしてポリイミドコ
ート７を除去した部分が用いられる。例えば、半導体チップ９の中央部分のポリイミドコ
ート７を正方形に除去することで、正方形の認識マークを形成することができる。ただし
、回路パターン上に形成されたバンプ９ａをチップ背面側から認識することもできるため
、必ずしも認識マークを別個に形成する必要はなく、バンプ９ａの画像認識結果に基づい
て半導体チップ９の位置を認識してもよい。
【００５３】
そして、画像認識に基づいて半導体チップ９の背面をコレット１０により吸着し、保護テ
ープ４（ダイシングテープとして機能する）から剥離してピックアップする。ここで、半
導体チップ９には予め外部接続端子としてバンプ９ａが形成されている。なお、図９にお
いて、ポリイミドコート７上にバンプ９ａが形成されているように示されているが、実際
はバンプ９ａは回路パターン２上に形成されている。
【００５４】
コレット１０によりピックアップした半導体チップ９は既にフェースダウン状態であるた
め、そのまま実装用基板１１へフリップチップ実装することができる。従って、本発明に
よるマーク認識方法を利用したフリップチップ実装では、煩わしいチップの持ち替え、及
び反転の動作を省略することができ、実装に関る設備を簡易化することができる。
【発明の効果】
上述の如く本発明によれば、次に述べる種々の効果を実現することができる。
【００５５】
　請求項１記載の発明によれば、シリコン基板が可視光を透過するような厚みとされるの
で、シリコン基板を透過した可視光により、シリコン基板の回路パターン形成面に形成さ
れた認識マークを背面側から画像認識することができる。したがって、シリコン基板の背
面研削後にそのまま認識マークの画像認識を行うことができ、回路パターン形成面に貼り
付けた保護テープを剥離して回路パターン面を露出させる工程を省略することができる。
また、シリコン基板を透過する光として可視光用いるので、高価な赤外線発光源や赤外線
カメラを用いる必要がなく、安価な画像認識装置を用いることができる。
【００５６】
請求項２記載の発明によれば、保護膜を利用して認識マークを形成することができ、認識
マークを別個に形成する必要がなくなる。
【００５７】
請求項３記載の発明によれば、保護膜として用いられているポリイミド樹脂は一般的に赤
色光を吸収するので、赤色光を用いて容易に画像認識を行うことができる。
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請求項４記載の発明によれば、コントラストを強めて誤認識の可能性を低減することがで
きる。
【００５９】
請求項５記載の発明によれば、シリコン基板を背面研削した後に背面側からダイシングラ
インに相当する認識マークを画像認識することができる。したがって、回路パターン形成
面を露出させる工程が簡略化され、生産タクトの短縮及び製造コストの低減を達成するこ
とができる。
【００６１】
　請求項６記載の発明によれば、シリコン基板を背面研削した後で保護テープを剥離する
ことなく、そのままダイシングラインを画像認識してダイシングを行うことができるため
、テープの貼り替え工程が不要となり、生産タクトの短縮及び製造コストの低減を達成す
ることができる。
【００６３】
　請求項７記載の発明によれば、ダイシングによる半導体装置の個片化から実装基板への
搭載工程を、テープ貼り替え及び半導体装置の反転無しに行うことができるため、実装工
程が簡略化され、実装に用いる設備も簡略化することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来のマーク認識方法を説明するための図である。
【図２】従来の半導体装置の製造工程を示す図である。
【図３】シリコンウェハの光透過特性を示すグラフである。
【図４】本発明の基本的な実施形態を示す図である。
【図５】ポリイミドコートを用いて認識マークを形成した例を示す図である。
【図６】ポリイミドコートの厚みとシリコンウェハの厚みを変えた場合の、ポリイミドコ
ートの除去部の画像におけるコントラストの変化を示すグラフである。
【図７】本発明によるマーク認識方法を用いた半導体装置の製造工程の一部を説明するた
めの図である。
【図８】図７に示す工程で特定した認識マークの位置に基づいてウェハをダイシングして
半導体装置を個片化する工程を説明するための図である。
【図９】本発明によるマーク認識方法を用いたフリップチップ実装工程を説明するための
図である。
【符号の説明】
１　ウェハ
２　回路パターン
３　可視光カメラ
４　保護テープ
５　ダイシングテープ
６　光源
７　ポリイミドコート
８　ブレード
９　半導体チップ
９ａ　バンプ
１０　コレット
１１　実装用基板
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